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（様式第２号）

【審査基準（標準処理期間を含む。）】

所管所属 景観まちづくり課

土地区画整理事業（組合施行）の組合設立の認可

根拠条文 土地区画整理法第１４条第１項、第２項、第３項

１ 第３条第２項に規定する土地区画整理組合（以下「組合」という。）

を設立しようとする者は、７人以上共同して、定款及び事業計画を定め、

その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。

この場合において、組合を設立しようとする者がその申請をしようとする

ときは、国土交通省令で定めるところにより、施行区域となるべき区域を

轄する市町村長を経由して行わなければならない。

２ 組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立す

る必要があると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、７人以

上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道

府県知事の認可を受けることができる。この場合においては、前項後段の

規定を準用する。

３ 前項の規定により設立された組合は、都道府県知事の認可を受けて、事

業計画を定める者とする。この場合において、組合がその申請をしようと

するときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市

町村長を経由して行わなければならない。

土地区画整理法第２１条

１ 都道府県知事は、第１４条第１項から第３項までに規定する認可の申請

があった場合においては、次の各号（同項に規定する認可の申請にあって

は、第３号を除く。）の一に該当する事実があると認めるとき以外は、その

認可をしなければならない。

(1) 申請手続きが法令に違反していること。

(2) 定款又は事業計画若しくは事業基本方針の決定手続き又は内容が法令

に違反していること。

(3) 市街地とするのに適当でない地域又は土地区画整理事業以外の事業に

よって市街地とすることが都市計画において定められた区域が施行地区

に編入されていること。

(4) 土地区画整理事業を施行するために必要な経済的基礎及びこれを的確

に施行するために必要なその他の能力が十分でないこと。

２ 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、都市計画法第７条第１項の

市街地調整区域と定められた区域が施行地区に編入されている場合におい

ては、当該区域内において土地区画整理事業として行われる同法第４条第

１２項に規定する開発行為が同法３４条各号の１に該当すると認めるとき

でなければ、第１４条第１項又は第２項に規定する認可をしてはならない。

１ 土地区画整理法第２１条第１項１号に規定する申請手続きに関する法令

審査基準 ①土地区画整理法施行規則第１条、第２条

２ 土地区画整理法第２１条第１項２号に規定する定款又は事業計画若しく

は事業基本方針の決定手続き又は内容に関する法令

①土地区画整理法第１５条、第１６条、第１７条及び第１８条
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②土地区画整理法施行令第１条

③土地区画整理法施行規則第５条～第１０条の２

標準処理期間の内訳
標準処理期間 備 考

標準処理 受 付 処 理

機 施行区域を所 機 景観まちづく 申請は、施行区域を所

期間 関 管する市町村長 関 り課 管する市町村長

期間は、別途関係機関と

の調整に要する期間、事

８日 期 日 期 ８日 業計画の縦覧期間、意見

間 間 書の提出期間及び意見書

の処理期間を加算


